
 

 

 

 

 令和５年度 

 

 

 

総 会 要 項 
 

 

 

 

期日 令 和 ５年 ５月 １２日 

会場 ま ち な か キ ャ ン パ ス 長 岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県学校事務研究協議会 



令和５年度  総  会  次  第  

 

  １  開  会  

 

  ２  会長あいさつ  

 

３  表  彰  

 

   元副会長  内藤  朋子  様（平成２８～３０年度副会長）  

 

  ４  議長選出  

 

  ５  議  事  

 

（１）令和４年度事業報告  

（２）令和４年度決算報告  

（３）会計監査報告  

（４）会則改正案  

（５）令和５年度役員の承認案  

・会長、副会長について  

・その他役員について  

                 〈旧・新役員あいさつ〉  

（６）令和５年度事業計画案  

（７）令和５年度予算案  

（８）その他  

 

６  その他  

 

７  閉会のあいさつ  

 

８  閉  会  



新しい時代に向けて  

 

 令和５年３月、中央教育審議会が答申した「次期教育振興基

本計画について」では、「持続可能な社会の創り手の育成」と

「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」という２つの

コンセプトをもとに基本方針が示されています。  

学校事務をつかさどる職となった事務職員には、総務・財務

に通じる専門職として、その専門性を活かしてより主体的・積

極的に校務運営に参画することが求められ、子どものウェルビ

ーイングを実現する環境整備を担い豊かな育ちを支援していく

役割があります。  

新事研では、研究主題「地域とともに学校を創造する学校事

務の追究」のもと、その時代の要請に合わせて活動の指針とな

る研究基本要領の見直しを行い、変化する時代に即した活動を

推進しています。毎年、事務職員を対象に実施している調査か

ら見えてくる実態や実践を踏まえた研究活動から行ってきた

様々な提案は、新潟県の学校事務制度の整備や充実にも大きく

関わってきました。  

令和３年度に改訂した研究基本要領ＡＣＴでは、「行動」「改

善」「活性化」「活躍」をキーワードに実践を通した「学校を核

とした地域づくり」「地域とともにある学校づくり」を目指して

います。地域や関係機関等の様々な人と連携・協働しながら活

動を進めていきます。  

今年度は、第５５回全国公立小中学校事務研究大会（福井大

会）の分科会発表が８月に予定されています。多様化・複雑化

する時代における組織の在り方について提案し、学校経営担当

職員としてどのような役割を果たしているのか全国へ向け発信

をしてきます。  

With コロナに向けて社会が変化する中、新事研の活動も新た

な形で戻りつつあります。参集すること、オンラインを活用す

ること、それぞれの良さを取り入れながら、よりよい活動方法

を模索していきます。組織体制や活動の在り方についても引き

続き検討を重ね、新生新事研としての未来を考える年にしたい

と思います。  
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地域住民・教職員・保護者が
目標・ビジョンを 共有
「熟議」を実施

チームとしての学校 学校運営協議会
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地域住民・教職員・保護者が
目標・ビジョンを 共有
「熟議」を実施

チームとしての学校 学校運営協議会
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日 会　場 日

4 15 第１回理事会・総務・大会チーム合同会議 新潟市生涯学習センター

5 19 新事研総会（オンライン開催） 新潟市生涯学習センター

研究部会 新潟市生涯学習センター

第１回学校事務の手引き作成委員会 新潟市生涯学習センター

6 3 第１回合同運営部研修会 新潟市万代市民会館

第１回事務主幹等研究研修委員会 新潟市万代市民会館

22 第２回理事会 新潟市生涯学習センター

教育公務員弘済会との懇談会 中止

7 1 第２回運営部（総務部）研修会 まちなかキャンパス長岡 1 会報第１０４号

第２回学校事務の手引き作成委員会 まちなかキャンパス長岡

第２回事務主幹等研究研修委員会 長岡市社会福祉センター　トモシア

第１回全県支部長会 まちなかキャンパス長岡

第１回組織等検討委員会 長岡市立中央図書館

9 第３回理事会 まちなかキャンパス長岡

15 第２回運営部（研究部）研修会 アトリウム長岡

27 令和３年度全事研セミナー（～R4.8.17） オンライン開催

29 第39回研究大会（R4.8.5～R4.9.2オンライン配信） 朱鷺メッセ（ライブ配信会場）

8 3 全事研総会 書面表決 25 「学校事務の手引き」発行

9 2 第４回理事会 オンライン開催

15 北越地区公立小中学校事務職員研究評議委員会 書面表決

16 第３回合同運営部研修会 まちなかキャンパス長岡

第３回学校事務の手引き作成委員会 オンライン開催

第３回事務主幹等研究研修委員会 まちなかキャンパス長岡

第１回役員選考委員会 まちなかキャンパス長岡

22 新事研役員研修会「ＮＡ実践塾」① オンライン開催

10 14 地区別研修会（下越会場） 新発田市生涯学習センター

18 全事研新潟支部交流会（新潟市事研との部長・副部長間での意見交換会） まちなかキャンパス長岡

27 地区別研修会（中越会場） 長岡リリックホール

30 第５回理事会 アオーレ長岡

第２回役員選考委員会 アオーレ長岡

総括事務主幹連絡会との懇談会 アオーレ長岡

第２回組織等検討委員会 アオーレ長岡

11 1 地区別研修会（上越会場） オンライン開催 11 会報第１０５号

4 臨時運営部(研究部)研修会 まちなかキャンパス長岡

11 新事研役員研修会「ＮＡ実践塾」② オンライン開催

18 第６回理事会 新潟市生涯学習センター

全事研新潟支部懇談会（新潟市事研との懇談会） 新潟市生涯学習センター

厚生財団・新学協・教育用品との連絡会 新潟市生涯学習センター

25 事務主幹等研修会 まちなかキャンパス長岡

12 2 第４回合同運営部研修会 まちなかキャンパス長岡

第４回学校事務の手引き作成委員会 まちなかキャンパス長岡

第４回事務主幹等研究研修委員会 まちなかキャンパス長岡

第２回全県支部長会 アオーレ長岡

第３回組織等検討委員会 まちなかキャンパス長岡

1 12 全事研大会（愛媛大会）（～R5.2.17） オンライン開催

14 第７回理事会 まちなかキャンパス長岡

20 臨時運営部(研究部)研修会 オンライン開催

2 3 第５回合同運営部研修会 まちなかキャンパス長岡

第５回学校事務の手引き作成委員会 まちなかキャンパス長岡

第５回事務主幹等研究研修委員会 まちなかキャンパス長岡

22 全事研評議員会 オンライン開催

3 4 第８回理事会 まちなかキャンパス長岡 1 会報第１０６号

10 会計監査・総務チーム会議 まちなかキャンパス長岡

令和４年度　会務報告

月 会議・研修会等 広報・その他
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令和４年度　新事研運営部活動評価票　〈総務部〉

具体的な内容（手立て） 成　果　と　課　題

【成果】

・総会が初めてのオンライン開催となったが、昨年度からの
準備もあり、概ね滞りなく行うことができた。また、各種会
議や支部長会について、今年度はほぼ従前の通常開催に戻っ
たが、円滑な運営を行うことができた。
・初回の運営部会の際に引き継ぎの時間を多く設けたこと
で、新旧部員の円滑な業務引継をすることができた。
・関係機関及び各種団体と連携し、研究大会、地区別研修会
を開催することができた。
・毎年難航している役員編成について、役員募集期日等の調
整を行い、次年度総会資料に余裕をもって対応することがで
きるようにした。

【課題】

・昨年度から継続している部員が１人しかおらず、チーム全
体の活動内でわからないことが発生するときがあった。今後
は個人毎の業務引き継ぎと共にチーム全体で業務内容を共有
し、引継ぎをする必要がある。
・次年度の総会は今年度と同じオンライン開催ではあるが、
会場の変更があるので、準備や運営を考える必要がある。
・次年度の研究大会は３年振りの参集型となるため、運営経
験のない役員がほとんどとなる。過去の資料や他のチームと
より綿密な連携が必要になる。
・運営部員等の編成について、来年度も各支部長と連携し、
積極的な役員募集を働きかけてもらう。

【成果】

・県教委通知文書のTearoomとの重複文書のチェックを行
い、より棲み分けを図ることができた。
・事務職員名簿のGoogleフォーム化を行い、集計作業等の業
務改善を進めることができた。
・昨年度に引き続き便利ソフトの提供があり、Webを通じて
会員へ提供することができた。
・新事研会報のWeb掲載を増やし、若年層向けの活動紹介及
び新たに設置された特設委員会の紹介をすることで広報の役
割を果たすことができた。

【課題】

・全事研新潟支部として全事研業務を新潟市事研と協働して
行っていくための連携方法等を検討していく必要がある。
・支部の情報収集、支部や他団体との相互リンクなど、今後
Webの充実を図っていくための方策を検討していく。

【成果】

・Googleやyoutubeを活用したライブ配信と動画配信での研
究大会を開催した。第38回研究大会オンライン開催のノウハ
ウを活かしながら、担当者同士が連携して大会を運営するこ
とができた。
・オンライン開催による研究大会の一部を業者委託すること
で、ライブ配信を行うことができた。オンライン開催による
研究大会において、開催方法の幅を広げた大きな実績となっ
た。
・新事研役員同士の情報共有が適宜行われたことで、円滑な
運営を行うことができ、充実した活動となった。
・他チームとの役割分担を明確にしたことにより、業務内容
の改善を行うことができた。
・第39回研究大会は、オンライン開催であったが朱鷺メッセ
を会場に大会を行うことができた。第40回研究大会に向けて
会場の雰囲気や準備等を確認することができた。

【課題】

・Googleフォームを活用した研究大会アンケートでは、アン
ケートの回答率が向上しない現状である。今後の研究大会の
運営に活かしていくためにも、Googleフォームによるアン
ケートの周知徹底を図る必要がある。
・第40回研究大会は、朱鷺メッセにて参集開催の予定である
が、参集開催を経験している運営部員がほとんどいないた
め、第37回研究大会の運営の様子をチーム内で確認し、想定
される準備をしっかりと行う必要がある。
・SJKサポーターの募集がなくなるため、新事研役員による
当日の役割分担を明確にする必要がある。
・SJK大会サポーター募集がなくなることに伴い、大会チー
ム内の役割分担の見直しを行う必要がある。担当業務に偏り
がないように検討する。
・今後、研究大会をオンライン開催で行う場合は、会場や実
施方法、費用面を検討する必要がある。
・大会運営に係る外部機関との連絡調整を円滑に行うため窓
口の一本化を検討する。

情報の収集管理・提供

新事研Ｗｅｂの管理

広報活動

全事研活動の推進
（※全事研新潟支部の活動を含む）

○事務職員名簿の作成
○各種統計データ・資料作成
○グループウエア（ＪＳＮＳ）の管理
○県教育委員会通知文書収集
○支部・個人の実践資料及び収集

○新事研Ｗｅｂの管理・運営
○会員・支部同士の交流を図れるような方策の検討

○新事研会報の発行
○支部長メール、メールマガジンの配信
○新事研Ｗｅｂの活用

○全事研新潟支部の窓口（総会・北越・評議委員会
等の報告）
○全国大会、セミナーの案内・集約
○全事研各種調査の実施
○全事研会報の配付
○他県研究大会等の案内配信
○学校事務実践事例レポートの収集

第39回研究大会の準備・運営

第40回研究大会の運営計画作成

○来賓、県教委、各種団体・企業との連絡調整
○地元報道関係機関との連絡調整
○新型コロナウイルス感染症対策を講じた会場との
連絡調整、設営
○紀要の編集、業者との連絡調整
○運営部内各担当者との連絡調整
○発表責任者等との連絡調整
○大会案内・参加者集約
○ＳＪＫ大会サポーターの募集及び活動内容の指示
○大会当日の運営
○参加者アンケートの集約、報告
○役員反省の集約、改善事項の検討
○報告（新事研会報掲載）作成
○大会チーム年間活動計画による運営と改善事項の
検討
○大会参加者名簿作成確認
○記録写真（映像）撮影保管管理
○新型コロナウイルス感染症対策関係業務の考案、
実施
○オンライン配信を視野に入れた研究大会の検討、
提案、運営

○大会運営準備に関わる業務内容の確認、日程調整
○会場との連絡調整
○紀要編集計画作成、原稿依頼に関わる連絡調整、
業者との連絡調整
○案内状、要項作成
○運営部内各担当者との連絡調整
○ＳＪＫ大会サポーターの募集及び活動計画作成
○大会参加・不参加報告、役員反省の内容検討、作
成
○大会チーム年間活動計画の修正、改善
○第40回研究大会分科会発表募集
○オンライン配信を視野に入れた研究大会の検討、
提案、運営

活動目標
円滑な組織運営とタイムリーな情報発信、研究大会の運営、関係諸機関との積極的な連携を図ることで、新事研活
動の充実と発展に貢献する

活動項目

総会及び各種会議の準備・運営

全県支部長会の準備・運営

会計管理

教育関係機関及び諸団体との連携推進

各種申請及び報告

活動評価

役員編制及び組織運営に必要な業務

○総会の準備・運営（来賓対応含む）・記録資料の
保管
○理事会、合同運営部研修会・特設委員会開催の準
備・運営
○役員表彰に係る功績調書の作成
○オンライン開催に向けた運営方法の検討・推進

○協議事項の選定、資料の作成及び研修会の進行

○新事研会計の予算立案及び執行管理
○会計監査会の準備・運営
○各種団体への補助金申請及び報告

○関係機関及び諸団体との連絡調整、懇談会の準
備・運営
○研究大会における来賓対応

○研究大会・地区別研修会の後援申請及び実施報告

○運営部活動評価の実施及び集計
○支部長評価項目の設定、依頼、集計及び考察

○役員選考委員会の設置及び運営
○運営部員及び特設委員の募集、編制
○年間予定表の作成
○新事研要覧の作成及び新事研のあゆみ更新
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令和４年度　新事研運営部活動評価票　〈研究部〉

具体的な内容（手立て） 成　果　と　課　題

・研究大会について、当初からハイブリット開催が決まって
いたため、オンラインでの撮影方法を含めて、検討しながら
提案を行うことができた。
・ＮＡ実践塾については、日程を早く示すことができ、オン
ラインでの開催によってより多くの会員に参加できる機会を
確保することができた。
・支部研修は課題に沿った研修内容を提供することができ
た。

【課題】
・オンラインでの大会配信は、メリットもあるがデメリット
もある。対面での開催によって、深まりのある内容にした
い。
・ＮＡ実践塾については、アーカイブ配信を広く行った場
合、対象範囲をどこまでにするかや、それに伴い講師から承
諾を得る等、解決すべき課題があるため、現状ではリアルタ
イムでの受講者数を増やす手立てが必要である。

活動目標 実践をつなぐ　－地域とともに学校を創造する学校事務の追究－

活動項目

「研究基本要領ＡＣＴ」の推進と定着 ○第３９回研究大会特別講演の企画運営
○第３９回研究大会全体会の企画運営
○第３９回研究大会分科会の企画運営
○単年度の研修計画の作成
○役員研修会（ＮＡ実践塾）の企画運営（オ
ンライン開催）
○希望する支部への支部訪問等の実施
○事務主幹等研究研修委員会との連携

【成果】

学校事務の実態についての調査研究 ○実態調査及びグループ長調査の実施
・事務主幹等研究研修委員会と連携しなが
ら、昨年度の調査内容をもとに、今後の調査
のあり方を検討し、実施する。
○調査結果の分析
・調査結果を分析し、実態を把握する。
○調査結果の活用促進
・活用促進に向けた具体的方策について検討
を行う。

【成果】
・今年度も継続した「標準的職務通知に関する実態調査」並
びに「共同実施に関するグループ長への実態調査」を支部長
及び会員の御協力のもとに実施できた。(実態調査回答率97％
グループ長調査100%)
・事務主幹等研究研修委員会と連携を図って調査結果の分析
を行い、調査結果の活用ヒント集とともに配信して、調査結
果の活用を促すことができた。

【課題】

・調査業務への協力員を募り、調査業務の分担作業を行っ
た。業務は分散できたが作業量は削減の手立てができなかっ
た。
・調査項目検討への着手ができなかった。

今後の学校事務や学校事務職員の在り方
及び新事研活動についての研究

○研究基本要領検証と次期改訂に向けた研究
・これまでの研究成果や調査結果、各支部等
の取組から、先を見据え、研究基本要領の検
証と研究を進める。
○先を見据えた研究大会の企画立案
・令和５年度全事研福井大会分科会発表に向
けた検討を行う。
○各種研究大会、研修会への参加による情報
収集
・オンライン参加も含めた、他組織主催の研
究会やセミナーをはじめとした研修等に参加
したり、国内外の教育施策等の情報を収集し
たりすることで、今後の教育及び公共の在り
方や方向性を把握し、それらから今後の新事
研活動の在り方を探る。
○次世代に向けた政策提言策定に向けた研究
・理事会や総務部と連携しながら、これから
の学校、学校事務、学校事務職員像の研究を
進め、新事研としての組織開発を推進する。

【成果】

・実態調査結果から研究基本要領の検証を行った。また研究
基本要領に関する理解を深めた。
・令和５年度全事研福井大会分科会発表に向けて部内で取組
を進めた。
・他組織主催の研修会へ複数名参加し、知見を深めることが
できた。
・組織開発について研究を進める中で、研究部内の組織につ
いても試行を始めることができた。

【課題】

・研究基本要領の研究に着手することができなかった。
・これからの新事研について、理事会・総務部と協働しなが
ら研究を進めていく必要がある。
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令和４年度　新事研運営部活動評価票　〈学校事務の手引き作成委員会〉

具体的な内容（手立て） 成　果　と　課　題

・令和３年度の条例改正等に対応した「４年度版学校事務の
手引き」を発行した。
・司会記録の役割分担を見直し、円滑な会議運営を行った。
・「情報提供シート」により情報収集し、会員からの要望に
ついて検討し次年度に向けての資料を作成した。
・随時修正内容を確認し、共通理解を図りながら手引きの編
集を行った。
・義務教育課はじめ、各機関に「学校事務の手引き」修正確
認を指導いただいた。
・協力員の設置により、修正が滞りなく行われた。

【課題】
・年度変わり条例改正については、２月の最終部会以降の作
業が多く、担当の委員の負担が大きい。
・年度末までの改正分が修正の基本であるが、その後も関連
事項の改正があり、発行ぎりぎりまで対応に追われる。
・教育事務所間で事務取扱いの相違が認められるケースがあ
る。確認を行いながら編集作業を行う必要がある。

・内申の電子申請様式等、改正された様式をその都度修正す
ることができた。
・可能な範囲で会員からの要望に対応できた。
・様式変更と修正内容を、総務部の協力を得てメールマガジ
ンで迅速に周知することができた。

【課題】
・様式の改正について情報が不足し、対応が遅くなった。義
務教育課との連携強化が必要。

【成果】
・googleドライブでのファイルの共有により、データの保存
を行った。

【課題】
・特になし。

【成果】

手引きに即したＷｅｂ様式の更新 ○Ｗｅｂ様式の更新、掲載
○Ｗｅｂ様式に関する利用者からの情報提供、
要望への対応
○Ｗｅｂ様式修正内容一覧の作成

【成果】

データ管理 ◯危機管理として、最新データのバックアップ

活動目標 「学校事務の手引き」の充実を図り、学校事務の適正化・効率化に向けた活動を行う

活動項目

「学校事務の手引き」の発行 ○状況の変化に対応した「学校事務の手引き」
の編集、条例・規則等の改正に対応するための
情報収集と確認作業
・手引き修正ルールの確認
・役割分担の見直し
・委員会での継続性、修正記録のため「手引き
修正内容一覧」ファイルの活用
・義務教育課等への確認依頼
○手引きに関する利用者からの情報提供、要望
への対応
○今後の「学校事務の手引き」販売形態等の見
直し
・「学校事務の手引き」販売形態等の情報収集
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令和４年度　新事研運営部活動評価票　〈事務主幹等研究研修委員会〉

具体的な内容（手立て） 成　果　と　課　題

【成果】

【課題】

【成果】

【課題】

学校事務職員制度の充実を推進する研究 〇「学校事務を総括する」を具現化する事務長
制や関係する決裁規程等の制定の推進
・推進・定着に向けるために必要な調査・分
析・情報提供等を研究部等と連携して進める

・研究部と連携し「グループ長調査」の考察を行い、情報提
供を行うことができた。主幹等研修会の内容設定に調査内容
を反映することができた。

・事務長制や決裁規程にかかわる調査項目の検討は行った
が、変更までは進めなかった。新事研における調査の見直し
を行う中で必要な調査について、さらに検討を重ねていく必
要がある。

活動目標 リーダー層の資質向上を図り、学校事務職員制度を安定させ、学校教育の充実につながる活動を行う

活動項目

事務主幹の資質向上を目指した研究・
研修

次期リーダー育成を図る研究・研修

○リーダー層（事務主幹等）を対象とした研修
会の企画運営
○研究大会「講座研修」の企画運営のサポート
・担当：令和２年度・３年度昇任事務主幹
○次期リーダー層を対象とした研修会の企画運
営
・内容等により、研究部との連携を図る

・事務主幹を対象とした研修会を実施した。地域リーダーと
しての悩みを共有し、解決に向けた検討をすることができ
た。
・研究部と連携し、「ＮＡ実践塾」の運営を行い、リー
ダー・サブリーダーとなる運営部員の研修にかかわることが
できた。
・研究大会の「講座研修」の企画運営を、令和２・３年度昇
任事務主幹が行った。

・事務主幹を対象とした研修会を実施することができたが、
感染症対策の会場人数制限のため、主査等の参加を募ること
ができなかった。対面での研修を行いたいという運営の目的
から、研修会の回数を増やすなどの方法での対応は考えられ
るが、開催日の設定の点からは難しい状況である。
　次期リーダー層へは、ＮＡ実践塾などのオンライン研修へ
の積極的な参加を呼びかけるなど工夫が必要だった。
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令和４年度　新事研活動評価（支部長による評価）まとめ

評価項目 評価の観点
評価
平均

１　新事研活動について
国や県等の動向を踏まえ、会員や関係者（団体等を含む）に対する新事研活動は十分に行われ
ていた。

【考察と次年度の活動について】

２　広報活動について
会報や新事研Ｗｅｂにより、会員や関係者（団体等を含む）に対する広報活動は十分に行われて
いた。

【考察と次年度の活動について】

３　支部連携について
新事研ＪＳＮＳ（ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ）の活用や全県支部長研修会を通して、新事研活動の理解や情報の
共有化が図られた。

【考察と次年度の活動について】

４　支部活動・研修について 支部活動（主に研修活動）は、会員にとって充実した内容であった。

【考察と次年度の活動について】

　新事研活動に対する関係者評価として、各支部長よりアンケート方式で評価を受けました。評価項目ごとに観点を設け、次のよ
うな基準で評価いただくとともに、次年度の取組についても様々な意見をいただきました。これらをもとに次年度の活動方針を決
定しました。

　新型コロナウイルス感染症禍において、新事研活動の周知が十分に行えていない中、各支部とも可能な範囲で工夫して活動（研修）
を進めている様子が伺えた。
　しかし、支部長も若年化が進む中で、支部活動や支部運営に悩んでいる様子も見られる。次年度も研修の機会や研修方法等で苦慮
することが予想されるが、各支部の悩みに寄り添い、充実した支部活動が行えるよう各支部との連携を維持し、情報共有しながら、支
部活動の活性化が図られるようサポートしていきたい。

2.5

　
　今年度は会報の発行方法について見直しを行い、経費削減や業務改善に配慮しながらも、活動に沿った紙面を展開し、会報内容の
充実と新事研活動を広報することができた。次年度も引き続き内容の充実を図りながら、より一層広報活動の推進をしていきたい。
　また、新事研Ｗｅｂは、学校事務の手引き様式集や県教委通知など、業務の拠り所となっている中、今年度も昨年度に引き続き便利ソ
フトの提供を行うなど、Ｗｅｂの充実を図ることができた。
　次年度も新事研Ｗｅｂの有効活用が図られるよう、内容の充実及び活用促進に向けて活動を推進していきたい。

　
　全県支部長研修会は、新事研・支部・会員をつなぐ場であると同時に、各支部と交流することができる貴重な機会となっている。
　そのため、参集して年間２回の開催ができたことは大変有意義であり、各支部と新事研活動等について情報共有が図られ、理解を深
められたのではないかと考える。その一方、情報交換のグループ分けについて、支部発表を基に構成したことで、支部運営に関する情
報交換をうまく促すことができなかった。他支部の組織や支部研修の運営等について、支部同士で情報共有できる貴重な機会であるた
め、運営方法を見直しより有意義な会となるよう改善が必要である。また、直接顔を合わせて会を行ったことで、その後のＪＳＮＳを活用
した地区別研修会の運営などにも有効であったと考える。次年度についても、感染症等の状況を踏まえながらも、全県で集まる貴重な
機会を確保するとともに、充実した全県支部長研修会となるよう、ＪＳＮＳの活用も含めた支部連携の推進に努めていきたい。

　
　今年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を最優先に、総会のオンライン開催をはじめオンラインを活用しＬＩＶＥ
配信を行った研究大会など、感染症対策を講じた上で事業を実施したことは大変好評であった。
　次年度も感染症の状況を注視し、国や県等の動向も踏まえて、柔軟な対応を行うとともに対面とオンラインのメリットを考慮し、事業の
目的に合った方法を探りながら、つながりのある活動を推進していきたい。

3.3

3.5

3.4

評価の基準

４ 満足できる・十分である・よくできている ２ あまり満足できない・あまり十分でない・あまりできていない

３ おおむね満足できる・おおむね十分である・おおむねできている １ 満足できない・十分でない・できていない
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１ 収入の部 △は減　(単位：円)

予算額 決算額 予算に対する増減 摘　　　　要

1 繰越金 949,030 0 前年度繰越金

2 会費 2,215,000 19,000
会員4,500円×487名、賛助会員2,000円×11名、紀要代
1,500円×1名

3 補助金 1,150,000 0
関係団体からの補助金（厚生財団、教育用品、教職員共
済、新学協、弘済会）

4 大会特別基金 300,000 0

5 雑収入 60,012 △ 40,058 預金利息、広告料

合　　　計 4,674,042 △ 21,058

２ 支出の部 　 △は減　(単位：円)

決算額 予算に対する増減 摘　　　　要

1 435,763 35,763

34,200 4,200 総会会場使用料、運営部会会場使用料　他

150,198 198 総会要項、会報、封筒、理事名刺

146,350 16,350 ネットワーク使用料、Zoomライセンス　他

97,015 17,015 郵送料、手数料　他

8,000 △ 2,000 印刷用紙　他

2 682,203 △ 17,797

182,203 △ 17,797 活動費（部会旅費、消耗品等）

500,000 0 活動費（部会旅費、消耗品、研究資料等）

3 314,524 △ 258,976

233,500 △ 90,000
支部活動助成（支部割10,000円×19・市町村割1,500円×
29）

81,024 △ 168,976 会場料・講師料（3地区）

4 1,241,206 1,206

243,150 △ 6,850 理事会（7回分）

780,040 80,040 合同運営部会（5回分）、総会

38,716 △ 81,284 他県大会派遣（石川、福井）

179,300 9,300 全県支部長会、役員選考委員会、会計監査

5 1,323,585 △ 66,415

499,770 △ 170,230 朱鷺メッセ会場料、付帯設備料　他

4,412 △ 5,588 消耗品

15,918 5,918 資料送料

319,550 39,550 大会案内状、大会紀要

144,448 △ 55,552 来賓・講師・指導者謝礼・旅費　他

50,000 0 分科会発表支部・公募団体

289,487 119,487 ライブ配信業者委託料　他

6 300,470 △ 60,150

216,130 △ 59,490
特設委員会旅費（4回分）、手引き作成委員会旅費、組織
等検討委員会旅費、総会旅費

24,340 △ 660 消耗品　他

35,000 0 消耗品　他

25,000 0 消耗品　他

7 0 △ 30,980

0 △ 30,980

0 0

4,297,751 △ 397,349

　 　

３ 残高の部 　

（収入総額）　 （支出総額）　 （残高）　 　

4,674,042円 －4,297,751円 ＝ 376,291円

上記のとおり報告いたします。 　会長　　高橋　睦美　 印 　　　会計係　　羽生　萌香　　印

　　　令和５年３月１０日　　　　会計監事　　清水　邦子　　印　　　　　工藤　美由紀　　印

合　　　　計 4,695,100

（残額につきましては次年度へ繰り越しいたします）　　

令和４年度決算について監査を行った結果を次の通り報告いたします。

１、諸帳簿等について詳細に監査を行った結果、適正に処理されていることを認めます。

２、予算執行が適正であることを認めます。

予備費 30,980

予備費 30,980

大会特別基金 0

事務主幹等・消耗品費 25,000

手引き・消耗品費 35,000

組織等検討委員会消耗品費 25,000

大会・その他運営費 170,000

特設委員会費 360,620

特設・旅費 275,620

大会・印刷記録費 280,000

大会・講師謝礼等 200,000

大会応募団体 50,000

大会・会場費 670,000

大会・消耗品費 10,000

大会・通信費 10,000

支部長会旅費 170,000

大会運営費 1,390,000

理事会旅費 250,000

運営部会旅費 700,000

大会派遣旅費 120,000

旅費 1,240,000

研究助成費 573,500

支部助成費 323,500

地区別研修費 250,000

総務部 200,000

研究部 500,000

役務費 80,000

消耗品費 10,000

運営部活動費 700,000

会議費 30,000

印刷費 150,000

使用料 130,000

100,070

4,695,100

項　目 予算額

運営費 400,000

令和4年度　新潟県学校事務研究協議会会計　決算書

項　目

949,030

2,196,000

1,150,000

300,000
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１ 収入の部 △は減　(単位：円)

予算額 決算額 予算に対する増減 摘　　　　要

1 繰越金 789,448 0 前年度繰越金

2 会費 685,000 △ 5,000 会員1,000円×685名 （新潟市193、新潟市以外492）

3 雑収入 8 △ 44 貯金利息

合　　　計 1,474,456 △ 5,044

２ 支出の部 　 △は減　(単位：円)

決算額 予算に対する増減 摘　　　　要

1 38,832 △ 21,168

23,380 8,380 全事研会報郵送料、振込手数料

14,652 △ 20,348 プリンターインク、コピー用紙

800 △ 9,200 新潟市事研との交流会会場料

2 0 △ 50,000

0 △ 50,000

3 34,720 △ 405,280

0 △ 120,000

0 △ 300,000

34,720 14,720 全事研新潟支部実践交流研修会旅費、情報チーム部会旅費

4 320,000 △ 5,000

320,000 0 全事研会費（320名分）

0 △ 5,000

5 0 △ 604,500

0 △ 604,500

393,552 △ 1,085,948

　 　

３ 残高の部 　

（収入総額）　 （支出総額）　 （残高）　 　

1,474,456円 － 393,552円 ＝ 1,080,904円

上記のとおり報告いたします。 　会長　　高橋　睦美　 印 　　　会計係　　羽生　萌香　　印

令和４年度決算について監査を行った結果を次の通り報告いたします。

１、諸帳簿等について詳細に監査を行った結果、適正に処理されていることを認めます。

２、予算執行が適正であることを認めます。

　　　令和５年３月１０日　　　　会計監事　　清水　邦子　　印　　　　　工藤　美由紀　　印

合　　　　計 1,479,500

（残額につきましては次年度へ繰り越しいたします。）　　

予備費 604,500

予備費 604,500

全事研会費 320,000

北越地区負担金 5,000

支部活動旅費 20,000

会費・負担金 325,000

旅費 440,000

全事研役員旅費 120,000

大会派遣旅費 300,000

補助研究費 50,000

研究助成費 50,000

役務費 15,000

消耗品費 35,000

支部活動会場費 10,000

1,479,500

項　目 予算額

運営費 60,000

令和4年度　全国公立小中学校事務職員研究会　新潟支部会計　決算書

項　目

789,448

690,000

52

-18-



1 収入の部 △は減（単位：円）

予算に対する増減

2,310,159 2,310,159 0 前年度会計より繰越

185,030 184,896 △ 134 学校事務の手引き編集費

0 0 0 新事研会計より繰り入れ

11 18 7 預金利息

2,495,200 2,495,073 △ 127

2 支出の部 △は減（単位：円）

予算に対する増減

180,000 103,202 △ 76,798 研究大会等運営部員研修派遣費

50,000 23,896 △ 26,104
総括事務主幹連絡会との懇談会旅費、
消耗品、手数料、役員研修講師代

300,000 300,000 0

120,000 120,000 0 大会運営補助

180,000 180,000 0 全事研福井大会研究補助

1,965,200 2,067,975 102,775 次年度分基金として繰越

2,495,200 2,495,073 △ 127

基金　2,067,975 円　は次年度に繰り越します。

上記のとおり報告いたします。　　会長　高橋　睦美　　㊞　　　会計係　羽生　萌香　　㊞　

会計監事 清水　邦子　　㊞　　　　工藤　美由紀　　㊞

新事研会計繰入

令和5年3月10日

令和４年度決算について監査を行った結果を次のとおり報告します。

１　諸帳簿等について詳細に監査を行った結果、適正に処理されていることを認めます。

２　予算執行が適正であることを認めます。

合　　計

雑収入

基　　金

大会運営費

新事研大会補助費

その他補助費

合　　計

項　　　目

研究活動費

組織対策費

令和４年度　新潟県学校事務研究協議会 特別基金会計　決算書

摘　　　要予算額 決算額

予算額 決算額 摘　　　要

項　　　目

繰越金

編集費
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令和５年度　新事研運営部活動計画（案）　〈総務部〉

第４０回研究大会の準備・運営

○大会チーム年間活動計画による運営と改善事項の検討
○来賓、県教委、各種団体・企業との連絡調整
○報道関係機関との連絡調整
○感染症対策を講じた会場との連絡調整、設営
○紀要の編集、業者との連絡調整
○運営部内各担当者との連絡調整
○発表責任者等との連絡調整
○大会案内・参加者集約
○大会当日の運営
○大会参加者名簿作成確認
○記録写真（映像）撮影管理
○感染症対策関係業務の考案、実施
○大会アンケートの集約、報告
○役員反省の集約
○報告（新事研会報掲載）作成

第４１回研究大会の運営計画作成

○大会運営準備に関わる業務内容の確認、日程調整
○会場との連絡調整
○紀要編集計画作成、原稿依頼にかかわる連絡調整、業者との連絡
調整
○案内状、要項作成
○運営部内各担当者との連絡調整
○大会参加・不参加報告、役員反省の内容検討、作成
○大会チーム年間活動計画の修正、改善
○第４１回研究大会分科会発表募集

全事研活動の推進
（※全事研新潟支部の活動を含む）

全事研新潟支部として、新潟市事研との協働を推進する
○全事研新潟支部の窓口（総会・北越・評議委員会等の報告）
○全国大会、セミナーの案内・集約
○全事研各種調査の実施
○全事研会報の配付
○他県研究大会等の案内配信
○学校事務実践事例レポートの収集

情報の収集管理・提供

○事務職員名簿の作成
○各種統計データ・資料作成
○グループウエアの管理
○県教育委員会通知文書収集
○支部・個人の実践資料及び便利ソフトの収集

新事研Ｗｅｂの管理
○新事研Ｗｅｂの管理・運営
○会員・支部同士の交流が図れるような方策の検討

広報活動
○新事研会報の発行
○支部長メール、メールマガジンの配信
○新事研Ｗｅｂの活用

各種申請及び報告 ○研究大会・地区別研修会の後援申請及び実施報告

活動評価
○運営部活動評価の実施及び集計
○支部長評価項目の設定、依頼、集計及び考察

役員編成及び組織運営に必要な業務

○役員選考委員会の設置及び運営
○運営部員及び特設委員の募集、編制
○年間予定表の作成
○新事研要覧の作成及び新事研のあゆみ更新

全県支部長会の準備・運営 ○協議事項の選定、資料の作成及び研修会の進行

会計管理
○新事研会計の予算立案及び執行管理
○会計監査会の準備・運営
○各種団体への補助金申請及び報告

教育関係機関及び諸団体との連携推進
○関係機関及び諸団体との連絡調整、懇談会の準備・運営
○研究大会における来賓対応

活動目標
円滑な組織運営とタイムリーな情報発信、研究大会の運営、関係諸機関との積極的な
連携を図ることで、新事研活動の充実と発展に貢献する

活動項目 具体的な内容（手立て）

総会及び各種会議の運営・準備

○総会の準備・運営（来賓対応含む）・記録資料の保管
○理事会、合同運営部研修会・特設委員会開催の準備・運営
○役員表彰に係る功績調書の作成
○オンライン化に向けた運営方法の検討・推進
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令和５年度　新事研運営部活動計画（案）　〈研究部〉

〇第４０回研究大会分科会の企画運営
〇全事研福井大会第３分科会企画運営
〇単年度の研修計画の作成
〇役員研修会(ＮＡ実践塾)の企画運営(オンライン開催)
〇希望する支部への支部訪問等の実施
〇事務主幹等研究研修委員会との連携

学校事務の実態についての調査研究

〇実態調査及びグループ長調査の実施
〇調査結果の分析
　調査結果の分析と実態把握を行う。
〇調査結果の活用促進
〇実態調査の在り方の検討
　事務主幹等研究研修委員会と連携しながら、調査の在り方や
項目の検討を実施する。

これからの学校事務や学校事務職員の在り方及
び新事研活動の在り方についての研究

○研究基本要領検証と次期改訂に向けた研究
　「研究基本要領ＡＣＴ」の検証とこれまでの調査結果や研究
成果を踏まえた次期改訂への研究を行う。
○先を見据えた研究大会の企画立案
○各種研究大会、研修会への参加による情報収集
　他組織開催の研究会やセミナーをはじめとした研修会に参加
し、国内外の教育施策等の情報収集をしたり、知見を深めるこ
とによって、今後の新事研活動の在り方を考える。
○次世代に向けた政策提言策定に向けた研究
　理事会や総務部と連携し、新事研の組織開発を推進する。

活動目標 実践をつなぐ　－地域とともに学校を創造する学校事務の追究－

活動項目 具体的な内容（手立て）

「研究基本要領ＡＣＴ」の推進と定着
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令和５年度　学校事務の手引き作成委員会活動計画（案）

手引きに即したＷｅｂ様式の更新

○Ｗｅｂ様式の更新、掲載

○Ｗｅｂ様式に関する利用者からの情報提供、要望への対応

○Ｗｅｂ様式修正内容一覧の作成

データ管理 ◯危機管理として、最新データのバックアップ

活動目標 「学校事務の手引き」の充実を図り、学校事務の適正化、効率化に向けた活動を行う

活動項目 具体的な内容（手立て）

「学校事務の手引き」の発行

○状況の変化に対応した「学校事務の手引き」の編集・条例・
　規則等の改正に対応するための情報収集と確認作業
・手引き修正ルールの確認
・委員会での継続性、修正記録のため「手引き修正内容一覧」
　ファイルの活用
・義務教育課等への確認依頼

○手引きに関する利用者からの情報提供、要望への対応

○今後の「学校事務の手引き」販売形態等の見直し・「学校事
　務の手引き」販売形態等の情報収集
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令和５年度　事務主幹等研究研修委員会活動計画（案）

学校事務職員制度の充実を推進する研究

〇「学校事務を総括する」を具現化する事務長制や関係する決
裁規程等の制定の推進
・推進・定着に向けるために必要な調査・分析・情報提供等を
研究部等と連携して進める

活動目標
リーダー層の資質向上を図り、学校事務職員制度を安定させ、学校教育の充実につ
ながる活動を行う

活動項目 具体的な内容（手立て）

事務主幹の資質向上を目指した研究・研修 〇リーダー層（事務主幹等）を対象とした研修会の企画運営

〇研究大会「講座研修」の企画運営のサポート
　・講義担当：令和４年度昇任事務主幹

〇次期リーダー層を対象とした研修会の企画運営
　・内容等により、研究部との連携を図る次期リーダー育成を図る研究・研修
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令和５年度　研修計画　 

★組織の取組
・使命感の醸成、意欲の高揚
・キャリア形成イメージを描くための支援
・実践や想いの共有、ネットワークづくり
・能力を発揮できる体制づくり

［市町村教委・共同実施組織の主な取組］
・学校事務職員制度の整備
・共同実施内でのキャリア形成イメージ
の共有、スキルの管理と共有
・市町村教委、管理職等への働きかけ
・各市町村の研修計画等に基づく研修の推進

［新事研の主な取組］
・「研究基本要領ＡＣＴ」の推進
・会員、支部間の情報共有
・資料の共有（学校事務の手引き等）
・県教委、校⾧会等への働きかけ

★個人の取組
・強い使命感を持って、自主的に実践
・経験に基づき、自らのキャリア形成を描く

実践（資質・能力の発揮）
・自己設定テーマに基づいた取組
・ACTIVATE MISSIONへの取組 など

能力開発（資質・能力の向上）
・研修の予習、復習による学びの充実
・積極的な情報収集 など

新たな気づき

意欲の高揚

学びの深まり･広がり

実践の発展

個人と組織のそれぞれで

意識して日々の業務に

取り組みましょう。

◆新事研の研修

○ＮＡ実践塾（役員研修会）

＊オンライン開催（年２回程度）

○研究大会（７月３１日）

[地域とともに学校を創造する学校事務の追究]
・特別講演

・全体会
・分科会１［支部発表 ４支部合同］
・分科会２［人財育成とキャリア形成］
・講座研修［教育課程と学校財務］

◆全事研の研修

○福井大会（８／３～４）

※第３分科会：新潟支部担当

〇全事研セミナー

◆支部・地区の研修

○支部研修会

○地区別研修会
（三地区・１０～１１月）

◆県教委・市町村教委の研修

◆共同実施組織等の研修

◆学校長の研修

◆（独）教職員支援機構の研修

◆その他団体の研修

今年度の研修には以下のもの

があります。積極的に参加し

ましょう。

目指す学校事務職員像

「学校を核とした地域づくり・人づくりを推進する学校事務職員」
「研究基本要領ACT‐未来を拓く新事研‐」では、実践に向けた決断力を高めることで、学校・地域の「組織力」を高めることを目指しています。

私たち学校事務職員は「常に学び続ける姿勢」を大切に、実践と経験により、マネジメントを推進するために必要な力を積み上げます。

「研修」と「日々の実践」を積み重ね、つながりを大切にし、
自己の経験と学びを循環させることで、目指す学校事務職員像に近づきます。

主事（事務員） 主任 主査 事務主幹 総括事務主幹
〈 基礎形成期 能力伸長期 能力充実期 能力熟成期 発展期 発展深化期 〉
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１ 収入の部 △は減　(単位：円)

5年度予算額 4年度予算額 比較増減 摘　　　　要

1 繰越金 376,291 949,030 △ 572,739 前年度繰越金

2 会費 2,191,500 2,196,000 △ 4,500 会員4,500円×487名、賛助会員

3 補助金 1,150,000 1,150,000 0
関係団体からの補助金（弘済会、厚生財団、新学協、
教育用品、教職員共済）

4 大会特別基金 500,000 300,000 200,000 大会特別基金より繰入れ

5 雑収入 100,009 100,070 △ 61 預金利息　広告料　他

合　　　計 4,317,800 4,695,100 △ 377,300

２ 支出の部 　 △は減　(単位：円)

5年度予算額 4年度予算額 比較増減 摘　　　　要

1 445,000 400,000 45,000

10,000 30,000 △ 20,000 運営部会等会議用施設使用料　他

140,000 150,000 △ 10,000 総会要項、会報、封筒、理事名刺　他

190,000 130,000 60,000
ホスティングサービス使用料、Zoomビジネスライ
センス、Webサーバー借用料

100,000 80,000 20,000
郵送料、手数料、学校事務の手引き（義務教育課、各
教育事務所贈呈用）　他

5,000 10,000 △ 5,000 印刷用紙　他

2 520,000 700,000 △ 180,000

170,000 200,000 △ 30,000 活動費（部会旅費、消耗品、総会運営費等）

350,000 500,000 △ 150,000 活動費（部会旅費、消耗品、研究資料等）

3 396,000 573,500 △ 177,500

226,000 323,500 △ 97,500
支部活動助成（支部割8,000円×19・市町村割1,000円×
29）支部研修助成（3支部×15,000円）

170,000 250,000 △ 80,000 会場料・講師料（上・中・下越地区）

4 1,245,000 1,240,000 5,000

300,000 250,000 50,000 理事会（8回分うち2回オンライン、他）

670,000 700,000 △ 30,000 合同運営部会（5回分）、総会運営旅費

100,000 120,000 △ 20,000 他県大会派遣（福井）

175,000 170,000 5,000 全県支部長会、役員選考委員会、会計監査　等

5 1,265,000 1,390,000 △ 125,000

670,000 670,000 0 朱鷺メッセ会場料、付帯設備料　等

10,000 10,000 0 文具等、除菌消耗品

10,000 10,000 0 資料送料

315,000 280,000 35,000 大会案内状、研究紀要

200,000 200,000 0 来賓・講師・指導者謝礼・旅費　他

50,000 50,000 0 分科会支部発表・公募団体、講座研修

10,000 170,000 △ 160,000 来賓駐車場料、大会予備費

6 特設委員会費 335,000 360,620 △ 25,620

270,000 275,620 △ 5,620
事務主幹会・手引き委員会（5回分）
組織等検討委員会（3回分）

25,000 25,000 0 研修会講師料・運営費、消耗品　他

35,000 35,000 0 消耗品　他

5,000 25,000 △ 20,000 消耗品　他

7 111,800 30,980 80,820

111,800 30,980 80,820

4,317,800 4,695,100 △ 377,300

令和5年度　新潟県学校事務研究協議会会計　予算書（案）

総務部

支部長会旅費

運営部会旅費

地区別研修費

大会派遣旅費

運営費

会議費

印刷費

使用料

役務費

項目

項目

旅費

理事会旅費

消耗品費

支部助成費

運営部活動費

研究部

研究助成費

合　　　　計

特設・旅費

手引き・消耗品費

組織等検討委員会消耗品費

予備費

予備費

大会運営費

大会応募団体

事務主幹等・消耗品費

大会・会場費

大会・消耗品費

大会・通信費

大会・その他運営費

大会・講師謝礼等

大会・印刷記録費
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１ 収入の部 △は減　(単位：円)

４年度予算額 比較増減 付　記

1 繰越金 789,448 291,456

2 会費 690,000 △ 5,000 会員1,000円×685名

3 雑収入 52 △ 3 預金利息

合　　　計 1,479,500 286,453

２ 支出の部 　 △は減　(単位：円)

４年度予算額 比較増減 付　記

1 60,000 10,000

15,000 10,000 全事研会報送料

35,000 0 印刷消耗品

10,000 0 新潟市事研との交流会会場料

2 50,000 160,000

50,000 160,000
全事研分科会発表に伴う研究活動、全事研セミ
ナー参加奨励金

3 440,000 370,000

120,000 0
全事研総会、全事研評議員会、
北越評議委員会、全事研役員

300,000 300,000 全事研大会派遣

20,000 70,000 全事研支部交流活動（研究部2回、総務部2回）

4 325,000 0

320,000 0 全事研会費（320名分）

5,000 0 北越地区負担金

5 604,500 △ 253,547

604,500 △ 253,547

1,479,500 286,453

令和5年度　全国公立小中学校事務職員研究会　新潟支部会計　予算書（案）

５年度予算額

25,000

70,000

5,000

1,080,904

49

685,000

1,765,953

320,000

350,953

1,765,953

210,000

210,000

合　　　　計

予備費 350,953

旅費

支部活動旅費

予備費

補助研究費

全事研会費

120,000

325,000

600,000

５年度予算額

35,000

10,000

北越地区負担金

810,000

90,000

全事研役員旅費

研究助成費

項　目

大会派遣旅費

運営費

役務費

消耗品費

支部活動会場費

項　目

会費・負担金
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新潟県学校事務研究協議会会則 
 

第１章    総        則 

（名    称） 

第 １ 条  本会は新潟県学校事務研究協議会と称する。 

（本    部） 

第 ２ 条  本会の本部は会長の勤務する学校に置く。 

     事務局は総務部長の勤務する学校に置く。 

（目    的） 

第 ３ 条  本会は会員相互の連絡提携を密にし、学校事務の研究、会員の資質向上を図り、学校教育及び教育行政の充実発展に

寄与することを目的とする。                           

（事    業） 

第 ４ 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

          一、学校事務の研究、調査に関すること。 

          二、会員の研修に関すること。 

          三、会員の地位向上に関すること。 

     四、本会と目的を共有する他団体との連絡提携に関すること。   

          五、その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章    組        織 

（会  員） 

第 ５ 条  本会は新潟県公立小学校・中学校・特別支援学校及び中等教育学校の事務職員をもって構成する。ただし、当面の間、

新潟市立小学校・中学校・特別支援学校・中等教育学校及び高等学校の事務職員で本会の趣旨に賛同する者も含める。 

     ２、会員以外で本会の趣旨に賛同する者は賛助会員とする。 

（支  部） 

第 ６ 条  本会に支部を置く。 

          支部は次のとおりとする。 

（１）上越（上越市）            （11）南魚（南魚沼市、湯沢町） 

          （２）妙高（妙高市）           （12）十日町・津南（十日町市、津南町） 

          （３）糸魚川（糸魚川市）         （13）燕・弥彦（燕市、弥彦村） 

          （４）長岡・三島（長岡市、出雲崎町）   （14）佐渡（佐渡市） 

          （５）三条（三条市）           （15）五泉・阿賀（五泉市、阿賀町） 

          （６）加茂・田上（加茂市、田上町）    （16）村上・岩船（村上市、関川村、粟島浦村） 

          （７）見附（見附市）           （17）新発田・聖籠（新発田市、聖籠町） 

          （８）柏崎・刈羽（柏崎市、刈羽村）       （18）阿賀野（阿賀野市） 

          （９）小千谷（小千谷市）         （19）胎内（胎内市） 

          （10）魚沼（魚沼市）            

 

第３章    機        関 

（機関の設置） 

第 ７ 条 本会は次の機関を置く。 

     一、総会 

     二、理事会 

     三、運営部 

     四、支部長会 

     五、役員選考委員会 

     六、特設委員会 

（総    会） 

第 ８ 条  総会は本会の最高議決機関で、代議員、役員及び会計監事をもって構成する。 

        ２、代議員は支部ごとに、支部長及び各共同実施グループから１名選出する。また支部長の決裁により共同実施グルー

プの枠にとらわれず選出することができる。 

        ３、総会の成立は代議員の過半数の出席とし、決議は出席者の過半数とする。 

        ４、総会は毎年１回開催する。ただし会長が必要と認めた時及び理事会の要請があった場合､または代議員の３分の２

以上の要求がある時は臨時に開催することができる。 

        ５、総会の議決事項は次のとおりとする。 

          一、会則の改正 

          二、事業計画の審議・事業報告の承認 

          三、予算の審議・決算の承認 

          四、会長、副会長の承認 

          五、理事及び会計監事の承認 

          六、その他重要な事項 
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（理 事 会） 

第 ９ 条  本会の会務を執行するため理事会を置く。 

        ２、理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。理事は、運営部長及び運営副部長とする。また必要により理事

会に助言者等を招致することができる。 

（運 営 部） 

第１０条  前条に掲げる理事会に次の運営部を置く。  

          一、総務部   

          二、研究部 

          三、研修部   

        ２、前項の部に部長及び副部長を置く。 

    ３、総務部・研究部・研修部は細則で定めた事項を行う。 

        ４、運営部には必要により助言者等を招致することができる。 

（支部長会） 

第１１条  本会に支部長会を置く。 

        ２、支部長会は支部長をもって構成する。また必要により支部長会に助言者等を招致することができる。 

（役員選考委員会） 

第１２条  本会に役員選考委員会を置く。        

        ２、役員選考委員会の構成員は「細則第４項 役員選考について」に定める。 

        ３、役員選考委員会は会長・副会長の候補者を総会へ推薦する。役員の選出方法については「細則第４項 役員選考に

ついて」に定める。 

        ４、役員選考委員は役員を兼ねることができない。 

（特設委員会） 

第１３条  本会に運営上必要がある時は特設委員会を設置することができる｡ 

        ２、特設委員会は会長の諮問を受ける。 

        ３、特設委員会は公募推薦により理事会で選出された委員をもって構成する。また必要により委員会に助言者等を招致

することができる。 

        ４、特設委員会に委員長を置く。委員長は当該委員会委員の互選とする。 

 

第４章    役        員 

（役員の種類及び選出方法） 

第１４条  本会に次の役員を置く。 

          一、会長       

          二、副会長     

          三、理事       

          四、運営部員   

        ２、役員の選出は次の方法による。 

          一、会長及び副会長は役員選考委員会が推薦し、総会において承認を受ける。 

          二、理事は会長が推薦し、総会で承認を受ける。 

      三、総務部・研究部・研修部の部員は公募による候補者の中から理事会が選出し会長が委嘱する。 

        ３、役員は代議員、役員選考委員及び会計監事を兼ねることができない。 

（会計監事） 

第１５条  本会に会計監事２名を置く。 

        ２、会計監事は会長が推薦し、総会において承認を受ける。 

        ３、会計監事は役員及び代議員を兼ねることができない。 

（顧    問） 

第１６条  本会に顧問を置くことができる。 

        ２、顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。 

（任    務） 

第１７条  役員、会計監事及び顧問の任務は次のとおりとする。 

          一、会長は本会を代表し、会務を総括する。 

          二、副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はこれを代理する。 

          三、運営部長は各運営部の業務を統括する｡また運営副部長は部長を補佐し部長の事故ある時はこれを代理する。 

          四、運営部員は各部の業務を処理する。 

          五、会計監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。 

          六、顧問は会長の諮問に応じる。 

（任    期） 

第１８条  役員及び会計監事の任期は２年とし再選は妨げない。欠員等により補充された役員及び会計監事の任期は前任者の残

りの期間とする。 

 

第５章    研 究 大 会 

（大    会）       

第１９条  本会の目的達成のため、研究大会を年１回開催する。 

        ２、研究大会の企画・運営は運営部全体でこれにあたる。 
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第６章    会        計 

（会    費） 

第２０条  本会の経費は負担金及びその他の収入をもってあてる。 

（年    度）              

第２１条  本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

第７章    附        則 

（細    則） 

第２２条  本会の会務執行に必要な細則は別に定める。 

（会則改正） 

第２３条  本会の会則改正は総会出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 

（会則施行）     

第２４条  本会の会則は昭和４８年７月１３日から施行する。 

            昭和５１年  ６月  ２日改正    平成１６年 ５月１０日改正     平成３０年 ５月１１日改正 

            昭和５４年  ６月  ８日改正    平成１７年 ５月１７日改正     令和 ３年 ５月１４日改正 

            昭和６０年  ７月  ５日改正    平成１８年 ５月１７日改正 

            平成  元年  ５月１６日改正    平成２０年 ５月 ９日改正 

            平成  ３年  ５月１６日改正    平成２１年 ５月１５日改正 

            平成  ７年  ５月１６日改正    平成２２年 ４月 １日改正 

            平成１１年１２月  ８日改正    平成２５年 ５月１６日改正 

            平成１３年 ５月  ８日改正    平成２６年 ５月１５日改正 

      平成１５年 ５月１４日改正    平成２９年 ５月１２日改正 

 

細        則 

 

第１項  運営部の活動は、当該年度の活動計画によることとする｡ 

        一、総務部 

        二、研究部         

        三、研修部 

第２項  全国公立小中学校事務職員研究会（以下、全事研）について 

・ 新潟県学校事務研究協議会（以下、新事研）は全事研の新潟県支部として活動する。 

・ 全事研の新潟県支部長は、新事研会長がこの任にあたる。 

・ 全事研の代議員は、支部長が支部番号順により１年交代でこの任にあたる。 

・ 全事研の新潟県支部長及び評議員は全事研の総会・評議員会に出席し、決議機関員として活動する。また、全事研

の地区委員会及び新事研との連絡調整にあたる。 

・ 全事研の代議員は全事研の総会で決議機関員として活動する。 

第３項 北越地区公立小中学校事務職員研究会について 

・ 北越地区公立小中学校事務職員研究会の新潟県支部長は、新事研会長がこの任にあたる。 

・ 北越地区公立小中学校事務職員研究会の評議委員は、新事研副会長がこの任にあたる。 

・ 北越地区公立小中学校事務職員研究会の新潟支部長及び評議委員は、北越地区公立小中学校事務職員研究会の評議

委員会・連絡会に出席し、決議機関員として活動する。また、新事研との連絡調整にあたる。 

第４項 役員選考について 

・ この細則は、新潟県学校事務研究協議会会則（以下「会則」という。）第１２条第３項に基づき、会長・副会長候

補者の選考について定めることを目的とする。 

・ 会長・副会長候補者の選考に関する業務を行うために、役員選考委員会を設ける。 

・ 役員選考委員会は支部長（上越地区１名・中越地区２名・下越地区１名）、総括事務主幹・事務主幹（各地区１名）

をもって構成する。オブザーバーとして前会長、前副会長１名が参加する。 

・ 役員選考委員会には、委員長１名、副委員長１名を置き、委員の互選により選出する。 

・ 委員長は、役員選考委員会を代表し、会務を総括する。 

・ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その任務を代行する。 

・ 役員選考委員会は、会長若しくは、役員選考委員長が招集する。 

・ 会則第１２条第３項に定める会長・副会長候補者を選出する。 

・ 選考経過および結果を、総務部へ報告する。 

・ 委員長は選考結果を、選考した各候補者へ連絡し当該所属長の承認を得る。 

・ 委員長は総会において選考内容を報告し推薦する。 

・ 役員選考委員の任期は、1年とする。 

・ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

・ 「細則第４項役員選考について」は、平成２２年４月１日から実施する。 

平成３０年 ５月１１日改正 
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新潟県学校事務研究協議会 表彰規程 
 

 １ 資格者の範囲 

    退職時、本会会員もしくは賛助会員であった者のうち、次の者を対象とする。 

       本会の役員として活動に貢献し、特に功績のあった者 

           会長経験    ３年以上 

           副会長経験    ３年以上 

           理事経験    ５年以上          （※年数の端数は切り上げる） 

      （平成１１年度以前の専門部長・専門部副部長・事務局長経験を含む) 

          ただし、各年数に満たない者でも合算して５年以上経験のある者は対象とする。 

 ２ 内申期間 

        退職後３か月以内とする。 

 ３ 作成書類 

        功績調書 １部 

 ４ 表彰の手順 

    （１）功績調書の作成    本会の総務部が作成する。 

    （２）表彰者の推薦      本会の総務部長が推薦を行う。 

    （３）表彰者の決定      本会の理事会で決定する。 

   （４）表彰の実施    退職した年の総会または研究大会時に行う。 

 ５ 表彰の内容 

    表彰者には表彰状を贈呈する。 

 ６ この規程は総会の承認を得て、平成１４年度末退職者から適用し、平成１５年度から実施する。  

 

平成２２年５月２６日改定 

 

 

 

 

新潟県学校事務研究協議会 弔意規程 
 

  この規程は、新潟県学校事務研究協議会会員及び賛助会員の死亡に対する弔意を表すことを定める。 

 

第１条 

１． この規程は新潟県学校事務研究協議会の会長を代表として行う。 

２． この規程の遂行にあたっては、理事会で協議し、決定する。 

３． この規程に関する経費は、新潟県学校事務研究協議会会計より支出する。 

第２条 

１． 会員が現職で死亡した場合の弔慰金を１万円とし供花を供え、代表が弔問する。 

この規程は、平成１５年度より実施する。 

この規程により難い場合は、理事会において協議し、決定する。 

 

平成２２年５月２６日改定 

 

 

 

 

賛 助 会 員 規 程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、新潟県学校事務研究協議会が会則第５条の規定により設置する賛助会員制度の運営等につい  

て必要な事項を定め、もって外部関係者の本会に対する協力・理解を高めることにより、本会の事業活動の  

推進に資することを目的とする。 

（資格） 

第２条 賛助会員の資格を有する者は、本会の主旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者とす 

る。 

（賛助会員に対する事業） 

第３条 本会は、第１条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。  

(1) 本会が作成または発行する資料の提供 

(2) 本会又は会員との情報交換のための懇談会等の開催 

(3) その他第１条の目的を達成するために必要な事業 
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（加入） 

第４条 賛助会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、加入するものとする。  

２ 前項の諾否は、理事会において決定する。 

 ３ 会費を納めることにより、当該年度の賛助会員として加入したものとする。  

（会費） 

第５条 会費の額は、２，０００円とする。 

（除名） 

第６条 本会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。  

(1) 本会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員 

(2) 故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をした賛助会員 

(3) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員 

（その他） 

第７条 賛助会員について本規程に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。  

 

附則 

この規程は、平成２２年５月２６日より施行する。 

 

 

 

 

 

〔 全国公立小中学校事務職員研究会規約 資料 〕 

 

１ 総 則 

 (１)名 称：全国公立小中学校事務職員研究会と称する。 

 (２)本 部：会長の勤務する学校に置く。 

 (３)目 的：会員相互の連携をもとに、学校事務の研究・事務職員制度の確立を推進し、会員の資質向上を図り、 

もって学校教育及び教育行政の推進に寄与することを目的とする。 

 (４)事 業：目的を達成するために次の事業を行う。 

          ①学校事務及び事務職員制度に関する研究 

       ②会員の資質向上に関する事項 

       ③研究大会及び各種研究・研修事業 

       ④本会と目的を同じくする他団体との連絡提携に関する事項 

       ⑤その他本会の目的達成のために必要な事業 

２ 組 織 

 (１)会 員：全国公立小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、および特別支援学校の事務職

員並びに学校事務にかかわる職員をもって構成する。 

 (２)賛助会員：会員以外で本会の趣旨に賛同するものは賛助会員とする。  

(３)支部及び地区：支部及び地区を置く。 

              ①支部は原則として都道府県単位とする。 

       ②地区は、北海道・東北・関東・東海・北越・近畿・中国・四国・九州とする。        

③地区に地区研究会を置くことができる。 

３ 機 関 

(１)総 会：毎年１回開催される最高議決機関で、会員５０名以上１００名まで１名、１０１名以上２００名まで

で２名、以後１５０名につき１名の割合で選出された代議員の過半数の出席で成立する。 

(２)評議員会：総会に次ぐ議決機関で、評議員及び役員・監査をもって構成する。評議員は、支部長他１名をもっ

て構成される。毎年開催され、次の事項を審議する。 

          ①報告事項の承認          ②細則の議決 

          ③総会において付託された事項 ④その他必要な事項 

４ 役員・監査：任期１ヵ年、再任をさまたげない。 

・会  長    １ 名             総会において選出する。 

・副 会 長          若干名 

・常任理事  ４ 名             会長が指名し、総会の承認を得る。 

・理  事                   支部からの推薦により会長が指名する。 

・監  査    ２ 名             総会において選出する。 

・支 部 長                   支部において選出する。 
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５ 会 議 

   （全項略） 

６ 会 計：会費は会員および賛助会員１名につき１，０００円とする。ただし、必要の生じた場合には、総会の承  

認を得て臨時に徴収することができる。 

      会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

 

 

 

 

〔 北越地区公立小中学校事務職員研究会規約 資料 〕 

（名称） 

第１条 本会は北越地区公立小中学校事務職員研究会と称し、事務所を会長の勤務する学校に置く。 

（目的） 

第２条 本会は全事研規約第６条第３項による地区研究会であり、北越地区各支部の連携を図り学校事務の研究と会

員の資質及び社会的地位の向上を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

   １ 学校事務に関する研究並びに研修 

   ２ 研究大会を開催する。但し、隔年に開催する。 

   ３ その他本会の目的達成に必要な事項 

（組織） 

第４条 本会は全事研規約第６条第２項の別紙に定める北越地区の各支部（富山・福井・石川・新潟）をもって組織

する。 

   ２ 前項のそれぞれの支部に支部長を置く。 

   ３ 支部長は支部を代表する。 

（機関） 

第５条 本会に次の機関を置く。 

   １ 評議委員会 

   ２ 連絡会 

（評議委員会） 

第６条 評議委員会は各支部より選出された若干名の代表で構成する。 

   ２ 評議委員会は最高決定機関として、年１回以上開催し次の事項を協議する。  

   （１）事業・会計の報告と承認、並びに予算案・事業案の審議  

   （２）会長、副会長、並びに幹事の承認 

   （３）その他会の運営に必要な事項 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

   （１）会長 １名  会務を総括し本会を代表する。 

   （２）副会長 １名  会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。 

   （３）幹事 若干名  会務・会計を執行する。 

（役員選出） 

第８条 本会の役員の選出は、２年毎に富山支部、福井支部、石川支部、新潟支部の順とする。  

（会計） 

第９条 本会の経費は各支部負担金とその他をもってあてる。 

   ２ 本会の会計年度は毎年４月１日から３月３１日までとする。 

（改正） 

第１０条 本会の規約の改正は、評議委員会において行う。 

 

附則 この規約は、平成２０年４月１日から実施する。 

   細部については、別紙申し合わせ事項による。 
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高橋　睦美 （村上・村上小）

田中　美和子 （上越・高志小） 江口　伸子 （十日町・下条中）

清野　由美 （阿賀・阿賀津川中）

清水　邦子 （小千谷・小千谷中） 工藤　美由紀 （村上・瀬波小）

丸山　大輔 （上越・頸城中） 八木　大樹 （魚沼・広神中）

髙山　良恵 （長岡・栖吉中） 山田　恵子 （上越・清里中）

阿部　亜希子 （長岡・宮本小） 竹内　裕介 （加茂・加茂小）

藤井　翔平 （上越・大町小） 滝澤　大輔 （上越・大和小）

小林　沙帆 （上越・八千浦中） 吉原　裕子 （上越・上雲寺小） 臼田　顕眞 （上越・諏訪小）

宮越　駿 （妙高・新井小） 冨里　暁光 （妙高・新井中） 内山　博貴 （上越・有田小）

伊藤　悦子 （糸魚川・下早川小） 山﨑　貴恵 （長岡・栖吉小） 塚野　美樹 （三条・大島中）

室橋　和之 （糸魚川・田沢小） 番場　楓 （長岡・上組小） 加藤　潤 （南魚・浦佐小）

高橋　優 （長岡・青葉台小） 佐藤　愛子 （長岡・岡南小） 柳　尚宏 （十日町・ふれあいの丘支援）

押味　大樹 （田上・羽生田小） 相澤　周 （長岡・豊田小） 荏原　成実 （燕・燕北中）

杉原　愛実 （柏崎・北鯖石小） 土屋　省太 （三条・旭小） 曽我　優子 （新発田・川東中）

佐藤　茜里 （柏崎・米山小） 保達　直季 （見附・田井小） 今井　典子 （胎内・黒川小）

坪井　崇 （小千谷・南小） 小松　亮太 （見附・見附特別支援）

笹川　裕太 （南魚・大和中） 木村　真衣 （柏崎・日吉小）

齋木　亘 （十日町・松之山小） 酒井　夏帆 （柏崎・鯖石小） 渡辺　洋子 （妙高・新井中）

霜鳥　舞佳 （燕・分水北小） 鈴木　誠人 （小千谷・片貝中） 笛田　和幸 （長岡・青葉台中）

菅井　あみ （佐渡・加茂小） 遠藤　克哉 （魚沼・堀之内小） 小﨑　優子 （三条・第四中）

宮下　悠理 （佐渡・羽茂小） 古井　拓 （十日町・中条小） 五十嵐　賢子 （村上・朝日中）

石佐　萌 （五泉・巣本小） 小沢　由佳 （村上・村上東中）

北原　理央 （新発田・外ヶ輪小） 鶴間　彩鈴 （聖籠・山倉小）

長谷川　耀大 （阿賀野・京ヶ瀬小） 齊藤　翠 （胎内・胎内小）

上越支部 大友　光代 （上越・安塚小） 南魚支部 齋藤　純子 （南魚・おおまき小）

妙高支部 大野　弥生 （妙高・新井中央小） 十日町・津南支部 上村　祐子 （十日町・松代中）

糸魚川支部 笹川　義和 （糸魚川・根知小） 燕・弥彦支部 坂井　俊介 （燕・吉田南小）

長岡・三島支部 神保　由香 （長岡・北中） 佐渡支部 齊數　卓 （佐渡・真野中）

三条支部 今井　康雄 （三条・月岡小） 五泉・阿賀支部 加藤　雄太 （五泉・村松小）

加茂・田上支部 廣兼　宏美 （田上・田上小） 村上・岩船支部 髙橋　まりえ （村上・朝日みどり小）

見附支部 下村　初子 （見附・今町中） 新発田・聖籠支部 阿部　一騎 （聖籠・亀代小）

柏崎・刈羽支部 藤林　秀明 （柏崎・第一中） 阿賀野支部 横山　大介 （阿賀野・水原小）

小千谷支部 石坂　優太 （小千谷・吉谷小） 胎内支部 田中　博樹 （胎内・築地小）

魚沼支部 馬場　実加 （魚沼・広神東小）

－ －

令和５年度　新潟県学校事務研究協議会　役員名簿（案）

会長

副会長

会計監事

総務部 研究部 特設委員会

令和５年度　全事研役員

全事研派遣

部長

副部長

副部長

　部員等

令和５年度　支 部 長 名 簿

支部長

＜学校事務の手引き作成委員会＞

＜事務主幹等研究研修委員会＞
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       新潟県学校事務研究協議会 
   https://shinjiken.ngt.ed.jp/ 

 

    事務局（総務部） 上越市立頸城中学校内 

    〈 〒942-0164 新潟県上越市頸城区潟口60 〉 

 

  

「「    新新潟潟県県学学校校事事務務研研究究協協議議会会  ロロゴゴママーークク    」」  

  

「Ｎｉｉｇａｔａ（新潟）」の「ｎ」と「Ｊｉｍｕ（学校事務）」の「ｊ」、さらには全体で新潟県の地形を表現しています。また「ｎ」

は「米どころ新潟」のイメージで、お米が２粒寄り添う形にしました。今後も全県が一丸となって、より豊かな学校事

務を創造していけるように願いを込めました。 

  空と海、水田が広がる新潟県の美しい風景と、力強く飛翔するトキを表し、青色と朱鷺色を配色しています。 


